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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第 

 
 

 

五
十
三
号
）
（
共
助
社
会
づ
く
り
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
。 

二 

内
容 

 

㈠ 

「
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
を
「
特
例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
に
改
め
る
。 

 

㈡ 

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
海
外
へ
の
送
金
又
は
金
銭
の
持
出
し
に
関
す
る
書
類
の
事 

 
 

前
提
出
義
務
を
廃
止
す
る
。 

 

㈢ 

文
言
及
び
項
ず
れ
の
整
理
を
行
う
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

こ
の
条
例
は
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律 

 

第
七
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
五
十
三
号 

 
 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
九
条
第
二
項
中
「
仮
認
定
」
を
「
特
例
認
定
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
第
二
項
中
「
（
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
書
類
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項

を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」

を
「
特
例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
項
中
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
及
び
第
五
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
並
び
に
第
五
十
四

条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
五
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第

七
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.

s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
四
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
じ
み
野
市
学
童
保
育
の
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

杣
木 

聖
児 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
大
井
二
丁
目
十
五
番
十
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
会
は
、
昼
間
労
働
等
に
よ
っ
て
保
護
者
が
家
庭
に
い
な
い
こ
と
に
よ
り
保
育
が
必
要
と

さ
れ
る
ふ
じ
み
野
市
内
に
在
住
す
る
、
ま
た
は
市
内
の
小
学
校
に
通
う
児
童
に
対
し
て
、
「
豊

か
な
質
を
備
え
た
学
童
保
育
」
事
業
の
運
営
に
よ
り
、
安
全
で
安
心
な
放
課
後
及
び
学
校
休
業

日
の
遊
び
と
生
活
の
場
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
保
護
者
が
安
心
し
て
働
き
、
子
育
て
で
き
る

地
域
社
会
の
確
立
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
一
号 

 
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
第
四
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
鴻
巣
市
か
ら
鴻
巣
市
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
鴻
巣
行
田
北
本
環
境
資
源
組
合
一

般
廃
棄
物
（
ご
み
）
処
理
施
設
整
備
事
業
に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
提
出
が
あ
っ

た
。 

 

な
お
、
関
係
地
域
が
所
在
す
る
市
町
村
並
び
に
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
縦
覧
の
場
所
及

び
期
間
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

関
係
地
域
が
所
在
す
る
市
町
村 

 
 

鴻
巣
市
、
北
本
市
、
加
須
市
、
久
喜
市 

 
 

 
 

 

二 

環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
縦
覧
の
場
所
及
び
期
間 

 

イ 

場
所 

 
 

 

埼
玉
県
環
境
部
環
境
政
策
課 

 
 

 

埼
玉
県
中
央
環
境
管
理
事
務
所 

 
 

 

埼
玉
県
東
部
環
境
管
理
事
務
所 

 
 

 

鴻
巣
市
環
境
課 

 
 

 

北
本
市
環
境
課 

 
 

 

加
須
市
環
境
政
策
課 

 
 

 

久
喜
市
環
境
課 

 
 

 

鴻
巣
行
田
北
本
環
境
資
源
組
合
計
画
建
設
課 

 

ロ 

期
間 

 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日
（
火
）
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
（
木
） 

ま
で
（
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。
） 

    



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

太
昌
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
草
加
市
栄
町
一
丁
目
九
百
六
―
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
バ
リ
ュ
ー 

代
表
取
締
役 

岸
本
七
朗 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
上
尾
市
愛
宕
三
丁
目
一
番
四
十
号 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
大
川
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス 

執
行
役
員 
川
畑
賢
治 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
風
渡
野
二
百
六
十
七
―
一 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
バ
リ
ュ
ー 

代
表
取
締
役 

岸
本
圭
司 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
上
尾
市
愛
宕
三
丁
目
一
番
四
十
号 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
大
川
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス 

執
行
役
員 

川
畑
賢
治 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
風
渡
野
二
百
六
十
七
―
一 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
二
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 



 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
二
日
ま
で 

 

ロ 
意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

カ
ネ
コ
商
店
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
大
場
字
沼
端
十
四
番
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
カ
ネ
コ
商
店
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
金
子
昭
宏 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
大
枝
六
百
七
十
二
番
地 

（
変
更
後
）
カ
ネ
コ
商
店
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

金
子
昭
宏 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
大
場
千
二
百
七
十
三
番
地
一 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
カ
ネ
コ
商
店
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

金
子
昭
宏 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
大
枝
六
百
七
十
二
番
地 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
バ
リ
ュ
ー 

代
表
取
締
役 

岸
本
七
朗 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
上
尾
市
愛
宕
三
丁
目
一
番
四
十
号 

（
変
更
後
）
カ
ネ
コ
商
店
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

金
子
昭
宏 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
大
場
千
二
百
七
十
三
番
地
一 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
バ
リ
ュ
ー 

代
表
取
締
役 

岸
本
圭
司 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
上
尾
市
愛
宕
三
丁
目
一
番
四
十
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
二
日
ま
で 



三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
二
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

金
子
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
大
枝
屋
敷
前
三
百
三
十
―
一
、
三
百
三
十
一
―
一
、
三
百
三
十
二
、
三 

 
 

百
三
十
三 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
金
子
商
事
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

金
子
昭
四
郎 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
大
場
三
百
九
十
八
番
地
十
五 

（
変
更
後
）
金
子
商
事
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

金
子
利
雄 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
大
場
三
百
九
十
八
番
地
十
五 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
バ
リ
ュ
ー 

代
表
取
締
役 

岸
本
七
朗 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
上
尾
市
愛
宕
三
丁
目
一
番
四
十
号 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
バ
リ
ュ
ー 

代
表
取
締
役 

岸
本
圭
司 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
上
尾
市
愛
宕
三
丁
目
一
番
四
十
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
二
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
二
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 
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